
船橋市 施行日：平成29年9月1日 
（※指導等の規定は平成29年12月1日より） 

行政指導・罰則（平成29年12月1日より） 

 規制区域内で禁止行為をした場合、以下の流れで行政指導・罰則を受けます。 

指導 

禁止行為に該当しないもの 

勧告 

上記は、船橋市客引き行為等防止条例に関する説明です。客引き等の行為が、 
「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」または、千葉県「公衆に 
著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例」に抵触する場合は、 
警察により検挙され、罰則が課せられます。 

氏名や店舗名等の公表 

5万円以下の過料 

不特定多数の者への「呼び掛け」「ティッシュ・チラシ等の配布」は本条例では禁止 
されていません。 



船橋市 市民安全推進課（☎０４７－４３６－３１１０） 

客引き行為等規制区域 

 JR船橋駅及び京成船橋駅・JR西船橋駅・JR津田沼
駅の周辺に規制区域を設け、区域内での客引き 
行為等を禁止します。 

市民の方 

事業者の方 

JR船橋駅・京成船橋駅周辺 

JR西船橋駅周辺 

JR津田沼駅周辺 


